
平成29年度実施状況
(実施○、未実施―)

124 ○

125 ○

126 ○

127 ○

128 ○

129 ○

130 ○

131 ○

132 ○

133 ○

134 ○

135 ○

136 ○

男性が家事、育児、介護等、生活者としての能力をつけるための学習機会を提供します

若者、子育て中の父親、定年前後の男性、介護を担う男性等のネットワークづくりを支
援します

（51）男性のネットワーク支援

（52）男性の男女共同参画に関する情報収集と発信

　子どもたちが、性別に基づく役割を固定した考え方にしばられることのないよう、学校や地域、家庭におい
て男女平等について学べる機会を提供します。また、働くことの意義と重要性を理解し、子ども一人ひとりの
個性や能力が活かせる将来の人生設計が描けるようなキャリア教育を進めます。また、「男らしさ」を背景と
した男性ゆえの生きづらさを解消し、自分らしい生き方が選択できるよう、啓発活動や学習機会の提供等を行
います。

⑲子どもの頃からの男女平等への理解の促進と将来を見通した自己形成支援

市内事業所に対して、男性が家庭や地域活動、市民活動へ参画できるよう、男性中心の
働き方等を前提とした労働慣行の見直しやワーク・ライフ・バランスについての啓発や
情報提供を推進します

固定的な性別役割分担意識が男性にもたらす重圧や男性の心身の健康の問題等、男性に
関する情報の収集及び発信をします

（49）様々な人との共生への取組の推進

男性にとっての男女共同参画の意義について理解を促進するための学習機会を提供しま
す

人権尊重を基盤にした男女平等観の形成を図るための保育や教育を充実します

保育所(園)、幼稚園、学校等での固定的な性別役割分担意識の解消に努めます

男女平等についての理解を深めるため、保育・教育関係者に対する研修を充実します

（50）男性にとっての男女共同参画に関する啓発や学習機会の提供

（47）男女平等を推進する保育・教育の充実

（48）性別にとらわれないキャリア教育の推進

子どもたちが、社会人・職業人として自立していけるよう、年齢に応じたキャリア教育
を推進します

中学校の職場体験学習を充実し、働くことへの理解を深めます

多様な性のあり方への理解を深めるための啓発を推進します

基本目標８　男女共同参画を進める教育と学習の推進

施策の基本的方向・具体的施策・施策内容

男女平等の視点に配慮した教育相談を実施します

外国にルーツを持つ子どもたちが自尊感情を高め、主体性を確立するための支援を行う
とともに、子どもたちが豊かに共生する心を育む多文化共生の取組を推進します

⑳男性にとっての男女共同参画の推進



137 ○

138 ○

139 ○

140 ○

141 ○

142 ○

143 ○

144 ○

145 ○

146 ○

147 ○

148 ○

149 ○
男女共同参画の視点に配慮した家庭での教育の推進ができるように子育て中の男女への
学習機会を確保します

男女共同参画の視点に配慮した家庭教育学級の取組を推進します

生涯学習に関する情報を、様々な機会、媒体を通して提供します

ローズＷＡＭや社会教育施設等において男女共同参画をテーマにした講座を充実します

セミナーやイベントの企画・運営等の実践的な活動を通して、女性のエンパワーメント
支援をします

（56）生きる力を育む家庭での男女共同参画の推進

（55）子どもや若者のための学習や体験活動の推進

（54）女性のチャレンジに関する情報提供と講座の開催

（53）生涯学習に関する情報提供と学習機会の提供

社会教育関係団体のリーダーに対して男女共同参画に関する研修を充実します

ローズＷＡＭ等を活用して、女性の芸術や文化、ものづくり等の表現活動を支援します

様々なチャレンジに関する情報を収集し、多様な媒体を通じて情報提供をします

21多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実

働く女性のための講座や、再就職を希望する女性のための講座等を開催します

子どもたちが学習や体験活動を通して男女平等や男女共同参画について学べる機会を充
実します

若者の自立に向けての支援をします

家庭教育学級指導者に対して男女共同参画に関する情報提供や研修の機会を充実します

様々な学習機会にだれもが参加しやすいように、一時保育の実施や開催日時・場所等に
ついて工夫します。
また、子育て世代が講演会や審議会等へ参加できるように、関係課からの依頼により保
育ボランティア等を派遣して一時的に子どもを預かる出前型一時保育を実施します



実施内容

施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課

幼稚園において、人権教育を進
めるにあたって茨木市立幼稚園
教育課程基準に位置づけるとと
もに、茨木市・大阪府教育委員
会の教材集や事例集等を活用し
ながら、日々の保育の中で取組
む。
保育所において「茨木市人権保
育基本方針」・「茨木市人権保
育カリキュラム」や保育所保育
指針に基づき、児童へのかかわ
りの中で取り組む。

園児の主体的な遊びや生活をとおして、一人ひとりを大
切にした仲間づくりに努めた。
一人ひとりの違いを大切に主体的に遊びや生活が行われ
るよう配慮し、仲間づくりに努めた。

保育幼稚園総務課

・市内30小学校で学童保育事業
を運営し､児童の健全な育成を
図る。
【再掲　施策番号26】
・「茨木市学童保育指導員要
領」をもとに､人権尊重を基盤
とし､男女を区別することなく､
個人を尊重した保育を行う。

市内30小学校で学童保育室を運営し、児童の受け入れを
行った。
（※平成29年度4月1日時点　2,284人）
【再掲　施策番号26】

学童保育課

各小中学校で人権教育年間計画
を作成し、男女平等教育を推進
する。

すべての市立小・中学校において人権教育年間指導計画
を作成し、推進を図った。

学校教育推進課

幼稚園において、人権教育を進
めるにあたって茨木市立幼稚園
教育課程基準に位置づけるとと
もに、茨木市・大阪府教育委員
会の教材集や事例集等を活用し
ながら、日々の保育の中で取組
む。
保育所において「茨木市人権保
育基本方針」・「茨木市人権保
育カリキュラム」や保育所保育
指針に基づき、児童へのかかわ
りの中で取り組む。
【再掲　施策番号124】

男女の区別なく一人ひとりが大切な仲間であることを、
日々の遊びや生活の中で認識できるよう努めた。
一人ひとりの違いを大切に、男女の区別なく保育を行う
よう努めた。

保育幼稚園総務課

・市内30小学校で学童保育事業
を運営し、児童の健全な育成を
図る。
【再掲　施策番号26】
・「茨木市学童保育指導員要
領」をもとに、人権尊重を基盤
とし、男女を区別することな
く、個人を尊重した保育を行
う。
【再掲　施策番号124】

市内30小学校で学童保育室を運営し、児童の受け入れを
行った。
（※平成29年度4月1日時点　2,284人）
【再掲　施策番号26】

学童保育課

混合名簿や性別によらない色分
け等、日々の保育・教育活動に
おいて固定的な性別役割分担意
識の解消に努める。

男女混合名簿や性別によらない色分け等、日々の活動に
おける固定的性別役割分担意識の解消を図った。

学校教育推進課

職員・関係者を対象として、人
権研修を実施する。

関係団体を対象としたスキルアップ研修において「人
権・守秘義務」のテーマで開催をした。
〔開催〕平成29年５月26日
　　　　平成29年９月１日

子育て支援課

幼稚園では、教員及び市職員対
象の人権研修に積極的に参加す
る。
保育所において、全保育職員対
象の人権保育研修を実施し、市
職員対象の人権研修を受講す
る。

幼稚園内研修の実施や市職員・教員対象の人権研修を受
講した。
保育所職員対象に課主催の人権保育研修や市職員対象の
人権研修を受講した。

保育幼稚園総務課

男女平等につい
ての理解を深め
るため、保育・
教育関係者に対
する研修を充実
します

人権尊重を基盤
にした男女平等
観の形成を図る
ための保育や教
育を充実します

124

125

126

施策内容

保育所(園)、幼
稚園、学校等で
の固定的な性別
役割分担意識の
解消に努めます



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

教職員を対象とした男女平等に
ついて理解を深めるための研修
を実施する。

教職員に対して、人権研修を実施した。
①教頭人権教育研修会
〔実施日〕平成29年６月19日
〔対　象〕小中学校教頭
〔テーマ〕「セクシャルハラスメントを防止するため
に」
②人権教育研修Ｃ
〔実施日〕平成30年１月29日
〔対　象〕小中学校教職員
〔テーマ〕男女平等教育について

学校教育推進課

教職員を対象としたジェンダー
等の研修を計画する。

性差別やＬＧＢＴ理解等、学校における人権教育のあり
方に関する研修を実施した。
〔実施日〕平成29年６月15日（木）
〔テーマ〕ＬＧＢＴ理解について
〔講　師〕にじいろらいと
        　代表　柳　淳也氏
〔対　象〕市立小・中学校教職員
〔参加者〕29人

教育センター

スクールカウンセラーとスクー
ルソーシャルワーカー等の相談
業務において、男女平等の視点
に配慮した教育相談を実施す
る。

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと
連携して、こころのケアを図った。

学校教育推進課

幼児・児童・生徒・保護者・教
職員の教育に関する悩みについ
て、教育相談を実施する。

教育相談を実施した。（相談件数／実施回数）
　①電話教育相談　241件／  304回
　②面接相談　　　138件／2,233回
　③言語教育相談　165件／1,025回
　④不登校相談　　 46件／  503回
　⑤発達相談　　　856件／3,230回
　⑥巡回相談　　　46校に129回実施
　⑦特別教育相談　19回実施55ケースに対応

教育センター

幼稚園において、人権教育を進
めるにあたって茨木市立幼稚園
教育課程基準に位置づけるとと
もに、茨木市・大阪府教育委員
会の教材集や事例集等を活用し
ながら、日々の保育の中で取組
む。
保育所において「茨木市人権保
育基本方針」・「茨木市人権保
育カリキュラム」に基づいて、
保育環境に配慮するとともに、
児童への関わりの中で取組む。
【再掲　施策番号124】

園児の主体的な遊びや生活をとおして、一人ひとりを大
切にした仲間づくりに努めた。
一人ひとりの違いを大切に主体的に遊びや生活が行われ
るよう配慮し、仲間づくりに努めた。
【再掲　施策番号124】

保育幼稚園総務課

中学校区で作成したキャリア教
育全体計画をもとに取組みを推
進する。

市内１４中学校区で、キャリア教育全体計画を作成し、
それにもとづきキャリア教育の推進を図った。

学校教育推進課

129
全中学校において職場体験学習
を実施する。

全中学校で職場体験学習を実施した。 学校教育推進課

子ども達が異文化に触れる機会
を取り入れ、日々の保育の中で
指導内容や指導方法について工
夫をする。

幼稚園においては、日々の保育実践の工夫をするととも
に、必要に応じて園児及びその保護者に対して通訳者の
派遣を実施した。
保育所において、子どもたちが異文化に触れる機会を取
り入れた。

保育幼稚園総務課

外国にルーツを持つ子どもたち
を対象にワールド教室を実施す
る。

各校で外国にルーツを持つ子どもたちを対象にワールド
教室を実施した。

学校教育推進課

男女平等につい
ての理解を深め
るため、保育・
教育関係者に対
する研修を充実
します

男女平等の視点
に配慮した教育
相談を実施しま
す

子どもたちが、
社会人・職業人
として自立して
いけるよう、年
齢に応じたキャ
リア教育を推進
します

中学校の職場体
験学習を充実
し、働くことへ
の理解を深めま
す

127

130

128

外国にルーツを
持つ子どもたち
が自尊感情を高
め、主体性を確
立するための支
援を行うととも
に、子どもたち
が豊かに共生す
る心を育む多文
化共生の取組を
推進します

126



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

多様な性についての研修会や講
座を開催する。

広く市民等を対象に、性的マイノリティに関する講座等
を開催した。
〔実施講座名〕セクシャリティの多様性
【再掲　施策番号32】

人権・男女共生課

幼稚園において、人権教育を進
めるにあたって茨木市立幼稚園
教育課程基準に位置づけるとと
もに、茨木市・大阪府教育委員
会の教材集や事例集等を活用し
ながら、日々の保育の中で取組
む。
保育所において「茨木市人権保
育基本方針」や「茨木市人権保
育カリキュラム」や保育所保育
指針に基づき、保育環境に配慮
するとともに、児童へのかかわ
りの中で取り組む。
【再掲　施策番号124】

園児の主体的な遊びや生活をとおして、一人ひとりを大
切にした仲間づくりに努めた。
一人ひとりの違いを大切に主体的に遊びや生活が行われ
るよう配慮し、仲間づくりに努めた。
【再掲　施策番号124】

保育幼稚園総務課

多様な性のあり方を扱った「人
権教育授業プラン集パートⅡ」
について周知し、活用を促進す
る。

さまざまな人権学習の具体的な取組みのモデル案を示し
た「人権教育授業プラン集パートⅡ」を教職員に配布
し、人権課題の一つであるセクシャルマイノリティへの
理解促進を図った。

学校教育推進課

生涯学習センターきらめき講座
｢男の手料理｣など、市民を対象
に講座を実施する。
【再掲　施策番号30】

男性向きの料理講座を実施した。
【再掲　施策番号30】

文化振興課

男性の家庭、地域への参画支
援、男女共同参画の意識啓発事
業として幅広い世代の男性を対
象とした講座を開催する。
【再掲 施策番号30】

・男性の家事参画を推進するための各種講座を開催し
た。
【再掲　施策番号20】

・男性の子育て参画を推進するための講座を子育て支援
課と連携し開催した。
【再掲　施策番号20】

・男性の地域活動や子育てへの参画を推進するため講座
を開催した。
【再掲　施策番号20】

・男性にとっての男女共同参画に関する講座を開催し
た。
〔実施事業名〕男性学の視点から男女のあり方を考える
～男性にとって”サンカク”の意識とは。フェアメンっ
てなに？～
〔実施日〕平成29年４月21日
〔参加者〕24人

人権・男女共生課

生涯学習センターきらめき講座
｢男の手料理｣など、市民を対象
に講座を実施する。
【再掲　施策番号30】

男性向きの料理講座を実施した。
【再掲　施策番号30】

文化振興課

・男女共同参画の意識啓発とし
て、男女共同参画推進本部研修
会を実施する。

・男性の家庭、地域への参画支
援、男女共同参画の意識啓発事
業として、幅広い世代の男性を
対象とした講座を開催する。
【再掲 施策番号30】

・市の中堅職員を対象に働き方改革についての研修会を
実施した。
〔テーマ〕職員のキャリア形成と働き方改革

・男性の家事参画を推進するための各種講座を開催し
た。
【再掲　施策番号20】

・男性の子育て参画を推進するための講座を子育て支援
課と連携し開催した。
【再掲　施策番号20】

・男性の地域活動や子育てへの参画を推進するため講座
を開催した。
【再掲　施策番号20】

人権・男女共生課

出前講座を通じて、高齢者福祉
サービスに関する情報を提供す
る。

出前講座を通して高齢者福祉サービスに関する情報を提
供した。
【再掲　施策番号30】

長寿介護課
（高齢者支援課）

133

132

多様な性のあり
方への理解を深
めるための啓発
を推進します

131

男性にとっての
男女共同参画の
意義について理
解を促進するた
めの学習機会を
提供します

男性が家事、育
児、介護等、生
活者としての能
力をつけるため
の学習機会を提
供します



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

出前講座を通じて、介護保険
サービスに関する情報提供を行
う。
【再掲　施策番号30】

出前講座を通して介護保険サービスに関する情報を提供
した。
【再掲　施策番号30】

長寿介護課
（介護保険課）

妊娠中から出産・育児につい
て、知識・技術を学ぶ両親教室
（パパ＆ママクラス）を実施す
る。
【再掲　施策番号30】

妊婦やその夫等家族に対して実施した。
【再掲　施策番号30】

保健医療課

①つどいの広場等において、父
親も参加できる学習機会を設け
る活動を実施する。
【再掲　施策番号30】
②市内高校生が、子育て中の親
子と関わる機会をもつ「ふれあ
いまなび事業」を通じて、育児
等の学習機会を提供する。
【再掲　施策番号30】
③男性の子育てを推進するため
の事業「パパスクール」を業務
委託によって実施する。
【再掲　施策番号29】

①つどいの広場では、土曜日などに父親も参加しやすい
イベントを企画した。
【再掲　施策番号30】
②市内5か所の公立高校で、子育て中の親子と関わる機
会をもつ「ふれあいまなび事業」を実施した。
【再掲　施策番号30】
③男性の子育てを推進するための事業「パパスクール」
を業務委託によって実施した。
【再掲　施策番号29】

子育て支援課

核家族化や価値観の多様化が進む中で、保護者の悩みに
答え、家庭で自信を持って子育てに取り組んでいただく
ための知識や技術を習得していただくことを目的に、
「保護者のための講座」を実施した。
【再掲　施策番号30】

子どもを持つ親に家族での子育てやしつけについて学習
していただき、その学習内容が親同士の様々な交流機会
を通じて地域に広まることにより、各家庭・地域の教育
力の向上に資することを目的に「家庭教育セミナー」を
実施した。
【再掲　施策番号30】

児童の保護者が家庭教育の重要性を認識し、子どもの育
成に必要な知識と技術について学習するための学級を委
託により開設した。
【再掲　施策番号30】

市又は市民で構成された団体か
らの要請に基づき、対話や交流
を通じて親のあり方を学ぶ学習
機会を提供する「親まなびおで
かけ講座」を実施する。
【再掲　施策番号30】

家庭教育学級等の要請に基づき、親まなびサポーターを
講師として派遣し、対話や交流をとおして親のあり方を
学ぶ学習機会を提供し、市民の家庭教育に関する理解を
深める機会とした。
【再掲　施策番号30】

社会教育振興課

134

広報誌・ホームページ等を活用
し、市内事業所に対して、男性
が家庭や地域活動、市民活動へ
参画できるよう、労働慣行の見
直しやワーク・ライフ・バラン
スについて、啓発や情報提供を
行う。

広報誌・ホームページ等を活用し、市内事業所に対し
て、男性が家庭や地域活動、市民活動へ参画できるよ
う、労働慣行の見直しやワーク・ライフ・バランスにつ
いて、啓発や情報提供を行った。
【再掲　施策番号14】

働きやすい職場づくり推進事業所認定制度を創設した。
【再掲　施策番号3】

商工労政課

135

男性の家庭、地域への参画支
援、男女共同参画の意識啓発事
業として幅広い世代の男性を対
象とした講座を開催し、参加者
等へネットワークづくりを働き
かける。

・男性の家事参画を推進するための各種講座を開催し
た。
【再掲　施策番号20】

・男性の子育て参画を推進するための講座を子育て支援
課と連携し開催した。
【再掲　施策番号20】

・男性の地域活動や子育てへの参画を推進するため講座
を開催した。
【再掲　施策番号20】

人権・男女共生課

市内事業所に対
して、男性が家
庭や地域活動、
市民活動へ参画
できるよう、男
性中心の働き方
等を前提とした
労働慣行の見直
しやワーク・ラ
イフ・バランス
についての啓発
や情報提供を推
進します

社会教育振興課

男性が家事、育
児、介護等、生
活者としての能
力をつけるため
の学習機会を提
供します

若者、子育て中
の父親、定年前
後の男性、介護
を担う男性等の
ネットワークづ
くりを支援しま
す

133

「保護者のための講座」・「家
庭教育セミナー」・「家庭教育
学級」を通じて、保護者（男女
問わず）を対象に技能向上の学
習機会を提供する。
【再掲　施策番号30】



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

136
男性の心身の健康の問題などに
関する情報の収集及び発信をす
る。

男性にとっての男女共同参画に関する講座を開催した。
【再掲　施策番号132】

人権・男女共生課

｢生涯学習情報誌｣や｢きらめき
だより｣、ホームページで情報
の発信を行う。

生涯学習について、紙や電子媒体での情報提供を行っ
た。
〔実施事業名〕
  ①情報誌「生涯学習情報誌」「Next Stage」の発行
  ②行事案内チラシ「きらめきだより」の発行
  ③生涯学習センターホームページ での情報発信
〔発行月・実施回数〕
　①４月・８月・12月（３回）
　②毎月（12カ月）③随時
〔発行部数〕
  ①各4,300部
　②各1,000枚

文化振興課

・都市づくり、まちづくりの主
体となる市民との連携・協働を
推進する。
・インターネット等を通じて、
分かりやすく使いやすい都市計
画情報を提供する。
・自主的なまちづくり活動の芽
を育てるためまちづくりや暮ら
しに役立つことを誰もが学べる
機会を提供する。
・まちづくりに関する意見交換
を通じて人と人のつながりが増
え、共感が生まれる「交流の
場」を提供する。
・住民による自主的なルールづ
くりの取組に対し、協議の場や
勉強会等の開催、まちづくりの
専門家の派遣など合意形成など
について支援する。
【再掲　施策番号101】

・中心市街地の活性化を図るた
め、市民による自発的なまちづ
くり活動を支援する。

・市民主体のまちづくりへの取組みを推進するため、ま
ちづくりに関する講座を実施した。
【再掲　施策番号101】

・中心市街地の活性化を図るため、市民による自発的な
まちづくり活動を支援した。

都市政策課

生涯学習センターきらめき講座
｢男の手料理｣など、市民を対象
に講座を実施する。
【再掲　施策番号30】

男性向きの料理講座を実施した。
【再掲　施策番号30】

文化振興課

市民等に対して、男女共同参画
啓発講座等を開催する。

広く市民等を対象に、男女共同参画週間記念講演会や男
女共同参画基礎講座など、男女共同参画に関する講座等
を開催した。
年間開催回数　165回
のべ9,492人参加

人権・男女共生課

核家族化や価値観の多様化が進む中で、保護者の悩みに
答え、家庭で自信を持って子育てに取り組んでいただく
ための知識や技術を習得していただくことを目的に、
「保護者のための講座」を実施した。
【再掲　施策番号30】

子どもを持つ親に家族での子育てやしつけについて学習
していただき、その学習内容が親同士の様々な交流機会
を通じて地域に広まることにより、各家庭・地域の教育
力の向上に資することを目的に「家庭教育セミナー」を
実施した。
【再掲　施策番号30】

家庭教育学級等の要請に基づき、親まなびサポーターを
講師として派遣し、対話や交流をとおして親のあり方を
学ぶ学習機会を提供し、市民の家庭教育に関する理解を
深める機会とした。
【再掲　施策番号30】

固定的な性別役
割分担意識が男
性にもたらす重
圧や男性の心身
の健康の問題
等、男性に関す
る情報の収集及
び発信をします

「保護者のための講座」・「家
庭教育セミナー」・「親まなび
おでかけ講座」等、保護者（男
女問わず）を対象に家庭での子
育てや教育に関する講座を実施
する。
【再掲　施策番号30】

137

138

ローズＷＡＭや
社会教育施設等
において男女共
同参画をテーマ
にした講座を充
実します

社会教育振興課

生涯学習に関す
る情報を、様々
な機会、媒体を
通して提供しま
す



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

138
関係課と連携して、男女共同参
画の視点に配慮した講座等の実
施に努める。

乳幼児と保護者が一緒に参加できる読み聞かせ講座や、
保護者向けの子どもの本の読書講座を実施した。
〔実施回数〕5回　〔参加者〕206人

中央図書館

139

「社会教育関係団体等リーダー
研修会」において、各種団体の
リーダー的立場の方に、人権尊
重の意識を高めるとともに、
リーダー及び団体の役割等につ
いて考えるための研修会を実施
する。

各種団体のリーダー的立場の方に、人権尊重の意識を高
めるとともに、リーダー及び団体の役割等について考え
ていただくための研修会を行った。
〔実施事業名〕社会教育関係団体等リーダー研修会
〔実施日〕①平成29年11月13日　②12月７日
〔対　象〕社会教育関係団体役員等
〔参加者〕①31人　②41人
〔テーマ〕
　①子育てのウソ？ホント？～多世代コラボ子育て～
　②子どもの心に届く～大人のよりよい関わり方～
〔講　師〕女性ライフサイクル研究所フェリアン　津村
薫 さん
〔場　所〕男女共生センターローズWAM501・502

社会教育振興課

登録団体が主催する講演会・講
座等において、一時保育を実施
する場合、託児担当員を派遣す
る。

出前型一時保育を実施した。
〔実施事業名〕出前型一時保育
〔託児担当員派遣〕806件
〔一時保育〕 2,611人

子育て支援課

生涯学習センター主催事業・登録団体による講座開催、
舞台発表や作品展示の機会を提供し、来場者の生涯学習
への参加・参画するきっかけ作りをする。
〔実施事業名〕きらめきフェスタ
〔実施日〕平成29年12月10日
〔参加団体〕
　出演コーナー（ホール・ロビー）:33団体
　展示コーナー：12団体
　体験コーナー：６団体
　学びコーナー：17講座
　味わいコーナー：３団体
　（来場者2,647人）
〔場所〕生涯学習センターきらめき

文化振興課

ランチタイムコンサートを実施した。
〔実施事業名〕
　ジャンルを限定せず、広く鑑賞できる内容で出演者を
募り、ミニコンサートを行う。
〔実施日〕随時（週１回程度）
〔参加団体〕出演：49団体（来場者3,433人）
〔場所〕生涯学習センターきらめき

文化振興課

ローズＷＡＭや
社会教育施設等
において男女共
同参画をテーマ
にした講座を充
実します

ローズＷＡＭ等
を活用して、女
性の芸術や文
化、ものづくり
等の表現活動を
支援します

141

140

生涯学習センター主催事業・登
録団体による、講座開催、舞台
発表や作品展示の機会を提供
し、来場者の生涯学習への参
加・参画するきっかけ作りをす
る。

社会教育関係団
体のリーダーに
対して男女共同
参画に関する研
修を充実します

様々な学習機会
にだれもが参加
しやすいよう
に、一時保育の
実施や開催日
時・場所等につ
いて工夫しま
す。
また、子育て世
代が講演会や審
議会等へ参加で
きるように、関
係課からの依頼
により保育ボラ
ンティア等を派
遣して一時的に
子どもを預かる
出前型一時保育
を実施します



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

市民教室や市民サークル等の支援のため、ローズＷＡＭ
まつり、サークル発表会において、踊りや歌、ダンス等
の発表の場を提供した。
〔実施事業名〕市民サークル発表会
〔実施日〕平成29年11月19日
〔参　加〕２団体、80人

〔実施事業名〕第18回ローズＷＡＭまつり
〔実施日〕平成30年２月３日、４日
〔参加者〕2,529人
〔内　容〕講演会、各種ワークショップ、舞台発表等

人権・男女共生課

地域で活動するサークル等に、活動の成果を発表する機
会を提供した。
〔実施事業名〕たそがれコンサート
〔実施日〕毎月１回
〔参加〕計456人、12団体出演
〔内容〕シャンソン、ゴスペル、ハンドベル　他

人権・男女共生課

女性落語家による落語会を実施した。
〔実施事業名〕ワムワムらくご
〔実施日〕毎月第２日曜日
〔参加者〕計753人
〔出演者〕露の都さん、桂三扇さん及び一般公募出演者

人権・男女共生課

142

・チャレンジ応援講座や再就職
応援セミナー等の開催を通じ
て、女性のエンパワーメントの
支援を行う。
・市民との協働により、ローズ
ＷＡＭまつりを開催し、ローズ
ＷＡＭの周知と男女共同参画に
関する啓発等を行う。
【再掲　施策番号108】

・女性のチャレンジを応援するため、再就職応援セミ
ナーを開催した。
〔実施日〕平成29年11月15日、22日、29日
〔参加者〕のべ45人

・女性のチャレンジを支援するため、商工労政課と連携
し、女性起業交流会及び起業体験を開催した。
〔実施日〕①交流会　平成29年12月20日　②体験会　平
成30年２月17日
〔参加人数〕①28人　②10組

・市民公募型補助金を活用した取組を支援した。
【再掲　施策番号100】

・男女共同参画に取り組む市民団体の活動を支援した。
【再掲　施策番号100】

・市民と協働し、ローズＷＡＭまつりを開催した。
〔実施事業名〕第18回ローズＷＡＭまつり
〔実施日〕平成30年２月３日、４日
〔参加者〕2,529人
〔内　容〕講演会、各種ワークショップ、舞台発表等

人権・男女共生課

141

ローズＷＡＭ等
を活用して、女
性の芸術や文
化、ものづくり
等の表現活動を
支援します

セミナーやイベ
ントの企画・運
営等の実践的な
活動を通して、
女性のエンパ
ワーメント支援
をします

・女性が自由な表現活動ができ
るよう講座等の開催を通じて、
自己実現の支援を行う。
・舞台等を活用した表現活動を
支援する講座等を実施する。



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

・ローズＷＡＭのネットワーク
ギャラリーにおいて、男女共同
参画に関する情報を収集、活
用、提供する。
【再掲 施策番号121】
・国、府等の事例等について、
関係各課へ情報提供を行う。
【再掲 施策番号121】

ローズＷＡＭにおいて、男女共同参画に関する情報の収
集、活用、提供を行った。
【再掲　施策番号121】

人権・男女共生課

広報誌・ホームページ等を活用
し、さまざまなチャレンジに関
する情報提供を行う。

広報誌・ホームページ等を活用し、職業能力開発講座
等、さまざまなチャレンジに関する情報提供を行った。

商工労政課

チャレンジ応援講座や再就職応
援セミナー等の開催を通じて、
女性のエンパワーメントの支援
を行う。
【再掲　施策番号142】

・女性のチャレンジを応援するため、再就職応援セミ
ナーを開催した。
【再掲　施策番号142】

・女性のチャレンジを支援するため、商工労政課と連携
し、女性起業交流会及び起業体験を開催した。
【再掲　施策番号142】

人権・男女共生課

様々なチャレン
ジに関する情報
を収集し、多様
な媒体を通じて
情報提供をしま
す

143

商工労政課

・勤労者向けの講座や就労支援
のための講座を開催する。
・子育て世代向けの就労支援
フェアを実施する。
・女性向け起業セミナーを実施
する。

勤労者のスキルアップや就労に必要な職業能力の向上に
つながるセミナー等を実施した。

実践型勤労者スキルアップセミナー
〔実施日〕平成29年９月５日〔参加者〕23人
〔テーマ〕若手社員のための基礎能力向上セミナー
〔実施日〕10月27日〔参加者〕34人
〔テーマ〕人の心を理解する”臨床心理学”
〔実施日〕11月～12月（6日間）
〔参加者〕６人
〔テーマ〕売上向上や業務改善につながる！リテール
マーケティングで学ぶ「販売の裏ワザ」

職業能力開発講座
〔実施事業名〕
　①技能講習
　②医療事務基礎講座
　③障害者対象ビジネスマナー講座
〔実施日〕
　①平成29年４月～平成30年３月
　②平成29年９月～11月（18日間）
　③平成29年10月～11月（３日間）
〔参加者〕
　①１人　②19人　③３人

子育て世代向け就労支援フェア
〔実施日〕平成29年５月26日〔参加者〕34人
〔内容〕就労相談、起業相談、職業適性診断、福祉のお
仕事相談、就労における子どもの預りに関する相談、資
格や経験を活かしたい女性のお仕事相談、ハローワーク
茨木マザーズコーナー「イチオシ！」の求人コーナー

女性向け起業セミナー
〔実施日〕
　①平成29年８月28日、９月４日
　②10月５日、12日、19日、25日、11月２日、９日
　③12月３日、10日
〔参加者〕
　①20人　②16人　③16人
〔テーマ〕
　①③ファーストステップセミナー
　②ステップアップセミナー

働く女性のため
の講座や、再就
職を希望する女
性のための講座
等を開催します
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施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

キッズスポーツデーを実施しま
す。
〔実施日〕5月12日

市民スポーツフェスティバルを
実施します。
〔実施日〕11月23日

いばらきde・愛・発見ウォー
クを実施します。
〔実施日〕11月25日

キッズスポーツデーを実施した。
〔実施日〕平成29年５月13日
〔対象者〕市内５歳～小学６年生
〔参加者数〕640人
〔実施場所〕市民体育館

ボールゲームフェスタを実施した。
〔実施日〕平成29年７月１日
〔対象者〕５才～３年生とその保護者及び、小学４～６
年生
〔参加者数〕150人
〔実施場所〕市民体育館

市民スポーツフェスティバルを実施した。
〔実施日〕平成29年11月23日
〔対象者〕市内在住・在勤・在学の者
〔参加者数〕1,475人
〔実施場所〕市民体育館、福井市民体育館、東市民体育
館、南市民体育館、水尾公園グラウンド

スポーツ推進課

夏休みの小学生講座やワムワム
キッズパークの開催などを通じ
て、男女平等・男女共同参画に
ついて学べる機会を提供する。

・男女共同参画について学ぶ機会の提供として、夏休み
ＷＡＭキッズを開催した。
〔実施日〕平成29年８月18・20日
〔内容〕リケジョ講座・ツボミスクール（思春期教育）
など
〔参加人数〕802人

・性別にかかわらずひとりの生活者として自立をめざす
ため、自分で勉強し、自分で料理をつくり、自分で食べ
る夏休み勉強会を開催した。
〔実施日〕平成29年７月24・26・28日
〔参加人数〕のべ60人

・大学生が女性も男性も活躍できる社会の実現について
考える「男女共同参画ワールドカフェ」を開催した。
〔実施日〕平成29年12月９日
〔参加者〕26人

人権・男女共生課

ユースプラザ事業の中で実施す
る、学習や体験活動について、
男女平等や男女共同参画の視点
を踏まえて取り組む。

― こども政策課

市内高校生が、子育て中の親子
と関わる機会をもつ「ふれあい
まなび事業」を通じて、男女共
同参画の視点に配慮した学習機
会を提供する。
【再掲　施策番号30】

市内5か所の公立高校で、子育て中の親子と関わる機会
をもつ「ふれあいまなび事業」を実施した。
【再掲　施策番号30】

子育て支援課

幼稚園において、人権教育を進
めるにあたって茨木市立幼稚園
教育課程基準に位置づけるとと
もに、茨木市・大阪府教育委員
会の教材集や事例集等を活用し
ながら、日々の保育の中で取組
む。
保育所において「茨木市人権保
育基本方針」・「茨木市人権保
育カリキュラム」や保育所保育
指針に基づき、保育環境に配慮
するとともに、児童へのかかわ
りの中で取り組む。
【再掲　施策番号124】

園児の主体的な遊びや生活をとおして、一人ひとりを大
切にした仲間づくりに努めた。
一人ひとりの違いを大切に主体的に遊びや生活が行われ
るよう配慮し、仲間づくりに努めた。
【再掲　施策番号124】

保育幼稚園総務課

子どもたちが学
習や体験活動を
通して男女平等
や男女共同参画
について学べる
機会を充実しま
す
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施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

子どもセミナーや野外活動セン
ターにおけるキャンプ指導を実
施する。

子どもセミナー等、子どもの学習や体験活動を支援する
事業を実施した。
〔実施事業名〕
　①子どもセミナー
　②青少年野外活動センター主催キャンプ
　③小学校自然宿泊体験学習受入
〔実施回数・参加者〕
　①37回／592人　②11事業／3,098人③32校／2,955人

社会教育振興課
（青少年課）

職場体験学習や野外体験活動を
実施する。

固定的性別役割分担意識にとらわれない職場体験学習や
野外体験活動を実施した。

学校教育推進課

市内大学や高校、中学等と連携
し、若者の自立を支援する。

・性別にかかわらずひとりの生活者として自立をめざす
ため、自分で勉強し、自分で料理をつくり、自分で食べ
る夏休み勉強会を開催した。
【再掲　施策番号145】

・大学生が女性も男性も活躍できる社会の実現について
考える「男女共同参画ワールドカフェ」を開催した。
【再掲　施策番号145】

人権・男女共生課

ハローワークや茨木商工会議所
と連携し、合同就職面接会など
就労支援を実施する。

ハローワークや茨木商工会議所と連携し、就職サポート
事業として、仕事なんでも相談、合同就職面接会等の就
労支援を実施した。
【再掲　施策番号75】

商工労政課

147

児童の保護者が家庭教育の重要
性を認識し、子どもの育成に必
要な知識と技術について学習す
るための学級を委託により開設
する。
【再掲　施策番号30】

児童の保護者が家庭教育の重要性を認識し、子どもの育
成に必要な知識と技術について学習するための学級を委
託により開設した。
【再掲　施策番号30】

社会教育振興課

若者の自立に向
けての支援をし
ます

男女共同参画の
視点に配慮した
家庭教育学級の
取組を推進しま
す

146

子どもたちが学
習や体験活動を
通して男女平等
や男女共同参画
について学べる
機会を充実しま
す

145

・茨木市子ども・若者支援地域
協議会のネットワークを活用
し、社会生活を円滑に営む上で
の困難を有する子ども・若者と
その保護者を包括的に支援す
る。
【再掲　施策番号92】
・「茨木市子ども・若者自立支
援センター」において、民間支
援団体への委託により、ひきこ
もり等の子ども・若者やその保
護者の面談・居場所提供等の支
援を実施するとともに、協議会
の指定支援機関として子ども・
若者支援の主導的役割を担う。
【再掲　施策番号92】
・市民税非課税世帯、生活保護
世帯、所得制限額内の世帯等の
ひきこもり等の状態にある子ど
も・若者及びその保護者に対
し、子ども・若者自立支援セン
ターの利用料金を助成する。
【再掲　施策番号92】

・ユースプラザ事業において、
様々な支援を要する中学・高校
生等の居場所と併せて、子ど
も・若者本人と保護者の相談支
援を実施するとともに、地域に
おける関係機関ネットワークの
構築を図る。

こども政策課

①茨木市子ども・若者支援地域協議会のネットワークを
活用し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者とその保護者を包括的に支援した。
【再掲　施策番号92】

②「茨木市子ども・若者自立支援センター」において、
民間支援団体への委託により、ひきこもり等の子ども・
若者やその保護者の面談・居場所提供等の支援を実施す
るとともに、協議会の指定支援機関として子ども・若者
支援の主導的役割を担った。
【再掲　施策番号92】

③市民税非課税世帯、生活保護世帯、所得制限額内の世
帯等のひきこもり等の状態にある子ども・若者及びその
保護者に対し、子ども・若者自立支援センターの利用料
金を助成した。
【再掲　施策番号92】

④ひとり親家庭の子どもを対象とした学習・生活支援を
実施した。
【再掲　施策番号92】



施策
番号

平成30年度の取組
（新規事業は濃く表示しています）

平成29年度の取組実績
（新規事業は濃く表示しています）

担当課施策内容

148

各家庭教育学級の指導者等を対
象に、学級運営上必要と思われ
る知識や実践的な技術を習得
し、より魅力のある学級づくり
に役立ててもらうことを目的に
研修会を実施する。
〔実施事業名〕
　家庭教育学級指導者研修会
〔実施日〕
　平成30年４月19日、26日
〔テーマ〕
　コーチング・センスアップ講
座
〔講師〕
　Newとらるco.山本三保さん
〔場　所〕
　男女共生センターローズＷＡ
Ｍ

各家庭教育学級の指導者等を対象に、学級運営上必要と
思われる知識や実践的な技術を習得し、より魅力のある
学級づくりに役立ててもらうことを目的に研修会を実施
した。
〔実施事業名〕家庭教育学級指導者研修会
〔実施日〕平成29年５月17日、31日
〔参加者〕延べ72人
〔テーマ〕団体活動のストレスマネジメント～一人で抱
えず楽しく活動するコツお伝えします～
〔講　師〕女性ライフサイクル研究所フェリアン　桑田
道子さん
〔場　所〕男女共生センターローズWAM501・502

社会教育振興課

①地域子育て支援センターやつ
どいの広場において、子育て講
座を実施する。
②男性の子育てを推進するため
の事業「パパスクール」を業務
委託によって実施する。
【再掲　施策番号29】

①地域子育て支援センター及びつどいの広場では、定
期、不定期を含めて様々な子育てに関する講座を実施し
た。

②男性の子育てを推進するための事業「パパスクール」
を業務委託によって実施した。
【再掲　施策番号29】

子育て支援課

核家族化や価値観の多様化が進む中で、保護者の悩みに
答え、家庭で自信を持って子育てに取り組んでいただく
ための知識や技術を習得していただくことを目的に、
「保護者のための講座」を実施した。
【再掲　施策番号30】

子どもを持つ親に家族での子育てやしつけについて学習
していただき、その学習内容が親同士の様々な交流機会
を通じて地域に広まることにより、各家庭・地域の教育
力の向上に資することを目的に「家庭教育セミナー」を
実施した。
【再掲　施策番号30】

児童の保護者が家庭教育の重要性を認識し、子どもの育
成に必要な知識と技術について学習するための学級を委
託により開設した。
【再掲　施策番号30】

家庭教育学級等の要請に基づき、親まなびサポーターを
講師として派遣し、対話や交流をとおして親のあり方を
学ぶ学習機会を提供し、市民の家庭教育に関する理解を
深める機会とした。
【再掲　施策番号30】

「社会教育関係団体等リーダー
研修会」において、各種団体の
リーダー的立場の方に、人権尊
重の意識を高めるとともに、
リーダー及び団体の役割等につ
いて考えるための研修会を実施
する。
【再掲　施策番号139】

各種団体のリーダー的立場の方に、人権尊重の意識を高
めるとともに、リーダー及び団体の役割等について考え
ていただくための研修会を行った。
【再掲　施策番号139】

社会教育振興課

男女共同参画の
視点に配慮した
家庭での教育の
推進ができるよ
うに子育て中の
男女への学習機
会を確保します
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「保護者のための講座」・「家
庭教育セミナー」・「親まなび
おでかけ講座」等、保護者（男
女問わず）を対象に家庭での子
育てや教育に関する講座を実施
する。
【再掲　施策番号30】

家庭教育学級指
導者に対して男
女共同参画に関
する情報提供や
研修の機会を充
実します


